
議 案 第 ８ １ 号  

 

亀 山 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る 条 例 等 の

一 部 改 正 に つ い て  

 

亀 山 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る 条 例 等 の 一 部

を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る 条 例 等 の 一 部

を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 



 

 

亀 山 市 条 例 第    号  

 

亀 山 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 （ 亀 山 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 係 る 使 用 料 に 関 す る 条 例

（ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 の 算 式 中 「 １ ０ ５ ／ １ ０ ０ 」 を 「 １ ０ ８ ／ １ ０ ０ 」 に 改 め

る 。  

 （ 亀 山 市 関 町 北 部 ふ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 関 町 北 部 ふ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀

山 市 条 例 第 １ １ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， １ １ ０ 円 」 に 、 「 ７ ０ ０ 円 」

を 「 ７ １ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ２ ０ 円 」 に 、

「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ５ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 関 文 化 交 流 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  亀 山 市 関 文 化 交 流 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

１ １ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ， １ ４ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ８ ０ ０

円 」 を 「 １ ， ８ ５ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ， ６ ５ ０ 円 」

に 、 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ５ ０ 円 」 に 、 「 ８ ， ０ ０ ０ 円 」

を 「 ８ ， ２ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ８ ７ ０ 円 」 に 、

「 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ２ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ５ ０ ０ 円 」

を 「 ３ ， ５ ９ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， １ １ ０ 円 」 に 、

「 １ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ４ ３ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ５ ０ ０ 円 」 を

「 ４ ， ６ ２ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ ４ ０ 円 」 に 、

「 ６ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， １ ７ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を

「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ５ ４ ０ 円 」 に 、



 

 

 

「 ６ ０ ０ 円 」 を 「 ６ １ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ９ ５

０ 円 」 に 、 「 ７ ０ ０ 円 」 を 「 ７ １ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ７ ０ ０ 円 」 を

「 ２ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ２ ０ 円 」 に 、

「 ３ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ９ ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ０ ０ 円 」 を 「 ４ １

０ 円 」 に 、 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ２ ３ ０ 円 」 に 、 「 ５ ０ ０ 円 」

を 「 ５ １ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ５ ７ ０ 円 」 に 、

「 ９ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ２ ０ 円 」 に 、 「 ８ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ２ ０ 円 」 に 、

「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ， １ ０ ０ 円 」 を

「 １ ， １ ３ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ４ 条  亀 山 市 地 区 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市

条 例 第 １ １ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ２ 条 の 表 中 「 ９ ４ ０ 円 」 を 「 ９ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０

円 」 を 「 １ ， ６ １ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」

に 、 「 ４ ， ７ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ， ８ ５ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 鈴 鹿 馬 子 唄 会 館 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ５ 条  鈴 鹿 馬 子 唄 会 館 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ １ ７ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， １ １ ０ 円 」 に 、 「 ７ ０ ０ 円 」

を 「 ７ １ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ４ ３ ０ 円 」 に 改 め

る 。  

 （ 亀 山 市 歴 史 博 物 館 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  亀 山 市 歴 史 博 物 館 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ６ ９ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 ２ 中 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ６

７ ０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ４ ８

０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ １ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０

０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 文 化 会 館 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ７ 条  亀 山 市 文 化 会 館 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ １ ３ 号 ）  



 

 

 

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 の １ 中 「 １ ０ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 １

５ ， ７ ５ ０ 円 」 を 「 １ ６ ， ２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ ２ ， ０ ５ ０ 円 」 を

「 ２ ２ ， ６ ８ ０ 円 」 に 、 「 ４ ６ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ７ ， ５ ２ ０ 円 」

に 、 「 １ ３ ， ６ ５ ０ 円 」 を 「 １ ４ ， ０ ４ ０ 円 」 に 、 「 １ ９ ， ９ ５

０ 円 」 を 「 ２ ０ ， ５ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ８ ， ３ ５ ０ 円 」 を 「 ２ ９ ，

１ ６ ０ 円 」 に 、 「 ５ ７ ， ７ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ９ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、

「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ５ ９

０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５

０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０

円 」 に 、 「 ５ ， ２ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ３ ０ ０

円 」 を 「 ６ ， ４ ８ ０ 円 」 に 、 「 ７ ， ３ ５ ０ 円 」 を 「 ７ ， ５ ６ ０ 円 」

に 、 「 ３ ， ６ ７ ０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 ９ ， ４ ５ ０ 円 」

を 「 ９ ， ７ ２ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の ２ 中 「 ９ ， ４ ５ ０ 円 」 を 「 ９ ，

７ ２ ０ 円 」 に 、 「 ７ ， ３ ５ ０ 円 」 を 「 ７ ， ５ ６ ０ 円 」 に 、 「 ５ ２

０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」

に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」

を 「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の ３ 中 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ，

３ ２ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ １ ０ 円 」 に 、 「 １ ，

０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ７ ３ ０ 円 」 を 「 ７ ５ ０ 円 」

に 、 「 ９ ， ４ ５ ０ 円 」 を 「 ９ ， ７ ２ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ２ ５ ０ 円 」

を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 ８ ４

０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」

に 、 「 １ ０ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ８ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 中 央 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ８ 条  亀 山 市 中 央 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市

条 例 第 １ １ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 １ の １ 中 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ５

， ２ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ，

４ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ２ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ， ９ ６ ０ 円 」 に 、 「



 

 

 

８ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ， ６ ４ ０ 円 」 に 、 「 １ ６ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「

１ ７ ， ２ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ４ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ４ ９ ０ 円 」 に 、

「 １ ， ７ ８ ０ 円 」 を 「 １ ， ８ ３ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「

２ ， ２ ６ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ８ ３ ０ 円 」 を 「 ２ ， ９ １ ０ 円 」 に 、 「

５ ， ７ ７ ０ 円 」 を 「 ５ ， ９ ３ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の ２ 中 「 ５ ， ２

５ ０ 円 」 を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２

０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ １ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５

０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の ３ 中 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」

を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 、 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 ８ ４

０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」

に 、 「 ４ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０ 円 」 を 「 １ ，

６ １ ０ 円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ２ 中 「 ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １ ， ４ ２ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 運 動 施 設 等 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ９ 条  亀 山 市 運 動 施 設 等 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ７ ６ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 ２ 中 「 １ ， ８ ９ ０ 円 」 を 「 １ ， ９ ４ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ６

２ ０ 円 」 を 「 ２ ， ６ ９ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ７ ８ ０ 円 」 を 「 ３ ， ８ ８

０ 円 」 に 、 「 ６ ， ９ ３ ０ 円 」 を 「 ７ ， １ ２ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５

０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ７ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ， ８ ５ ０

円 」 に 、 「 ６ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ４ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ２ ， ６ ０

０ 円 」 を 「 １ ２ ， ９ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ５ ， ７ ５ ０ 円 」 を 「 １ ６ ，

２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ １ ， ６ ０ ０ 円 」 に 、 「

３ １ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ２ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ７ ， ７ ５ ０ 円 」

を 「 ５ ９ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ８ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ， ６ ４ ０ 円 」

に 、 「 １ １ ， ５ ５ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ８ ８ ０ 円 」 に 、 「 ２ ６ ， ２ ５

０ 円 」 を 「 ２ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ，

２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ６ ３ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ４ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「

８４，０００円」を「８６，４００円」に、「１５７，５００円」

を 「 １ ６ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ７ ３ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ７ ５ ， ６ ０



 

 

 

０ 円 」 に 、 「 １ ０ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ８ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「

１ ４ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ １ ， ２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ ７ ３ ， ０ ０

０ 円 」 を 「 ２ ８ ０ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 ６ ３ ０ 円 」 を 「 ６ ４ ０ 円 」

に 、 「 ７ ３ ０ 円 」 を 「 ７ ５ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ２ ６ ０ 円 」 を 「 １ ，

２ ９ ０ 円 」 に 、 「 ８ ４ ０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 ９ ４ ０ 円 」 を

「 ９ ６ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ６ ７ ０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 ４

２ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ 円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ３ 中 「 ６ ３ ０ 円 」 を 「 ６ ４ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」

を 「４，３２０円」に、「２，１００円」を「２，１６０円」に、

「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ８ ０ 円 」 を 「

１ ， ７ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ７ ３ ０ 円 」 を 「 ２ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「

５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ １ ０

円 」 に 、 「 ２ ， ６ ２ ０ 円 」 を 「 ２ ， ６ ９ ０ 円 」 に 、 「 ８ ４ ０ 円 」

を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ６ ７ ０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「

６ ， ８ ２ ０ 円 」 を 「 ７ ， ０ １ ０ 円 」 に 、 「 ８ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 ８

， ６ ４ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ７ ７ ０ 円 」 を 「 ５ ， ９ ３ ０ 円 」 に 、 「 １

１ ， ０ ２ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ３ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ２ ６ ０ 円 」 を 「

１ ， ２ ９ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ０ ４ ０ 円 」 を 「 ５ ， １ ８ ０ 円 」 に 、 「

５ ， ２ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ０ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「

１ ０ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ １ ， ６ ０ ０ 円 」

に 、 「 １ ５ ， ７ ５ ０ 円 」 を 「 １ ６ ， ２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ １ ， ５ ０

０ 円 」 を 「 ３ ２ ， ４ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ４ 中 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５ ７ ０ 円 」

を 「１，６１０円」に、「２，６２０円」を「２，６９０円」に、

「 ８ ４ ０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６

０ 円 」 に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ６ ７

０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ８ ２ ０ 円 」 を 「 ７ ， ０ １ ０

円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ５ 中 「 １ ， ２ ６ ０ 円 」 を 「 １ ， ２ ９ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６

８ ０ 円 」 を 「 １ ， ７ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ５ ２ ０ 円 」 を 「 ２ ， ５ ９



 

 

 

０ 円 」 に 、 「 ４ ， ６ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ， ７ ５ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０

０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０

円 」 に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ８ ， ４ ０ ０

円 」 を 「 ８ ， ６ ４ ０ 円 」 に 、 「 １ ０ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ８ ０

０円」に、「１３，９６０円」を「１４，３５０円」に、「２１，

０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ １ ， ６ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ ８ ， ４ ３ ０ 円 」 を 「 ３

９ ， ５ ２ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ５ ６ ０ 円 」 を 「 ５ ， ７ １ ０ 円 」 に 、 「

７ ， ６ ６ ０ 円 」 を 「 ７ ， ８ ７ ０ 円 」 に 、 「 １ ７ ， ４ ３ ０ 円 」 を 「

１ ７ ， ９ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ７ ， ９ ３ ０ 円 」 を 「 ２ ８ ， ７ ２ ０ 円 」

に 、 「 ４ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ， ２ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ５ ， ９ ６

０ 円 」 を 「 ５ ７ ， ５ ５ ０ 円 」 に 、 「 １ ０ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０

８，０００円」に、「８４０円」を「８６０円」に、「９４０円」

を 「 ９ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ８ ９ ０ 円 」 を 「 １ ， ９ ４ ０ 円 」 に 、 「

３ ， ６ ７ ０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ７ ０ 円 」 に 、 「 ６ ３ ０ 円 」 を 「 ６ ４ ０

円 」 に 、 「 ４ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ 円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ６ 中 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １

００円」を「２，１６０円」に、「５２０円」を「５３０円」に、

「 ８ ４ ０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８

０円」に、「１，３６０円」を「１，３９０円」に、「６３０円」

を 「 ６ ４ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ８ ０ 円 」 を 「 １ ， ７ ２ ０ 円 」 に 、 「

２ ， ７ ３ ０ 円 」 を 「 ２ ， ８ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ７ 中 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」

を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ４ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ 円 」 に 、 「 ８ ４

０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ８ ０ 円 」 を 「 １ ， ７ ２ ０ 円 」

に 改 め る 。  

  別 表 第 ８ 中 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」

を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ４ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ 円 」 に 、 「 ８ ４

０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ８ ０ 円 」 を 「 １ ， ７ ２ ０ 円 」

に 改 め る 。  

  別 表 第 ９ 中 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 改 め る 。  



 

 

 

  別 表 第 １ ０ 中 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 ７ ８ ０ 円 」 を

「 ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ３ １ ０ 円 」 を 「 １ ， ３ ４ ０ 円 」 に 、 「 ８

４ ０ 円 」 を 「 ８ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」

に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ８ ３ ０ 円 」

を 「 １ ， ８ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ４ １ ０ 円 」 を 「 ３ ， ５ ０ ０ 円 」 に 、

「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ８ ８ ０ 円 」 を

「 ２ ， ９ ６ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ５ １ ０ 円 」 を 「 ５ ， ６ ６ ０ 円 」 に 、

「 １ ， ２ ６ ０ 円 」 を 「 １ ， ２ ９ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ５ ２ ０ 円 」 を

「 ２ ， ５ ９ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 関 総 合 ス ポ ー ツ 公 園 多 目 的 グ ラ ウ ン ド 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ０ 条  亀 山 市 関 総 合 ス ポ ー ツ 公 園 多 目 的 グ ラ ウ ン ド 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ７ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ５ ０ 円 」 に 、 「 ４ ０ ０ 円 」

を 「 ４ １ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， １ １ ０ 円 」 に 、

「 ６ ０ ０ 円 」 を 「 ６ １ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， １ ７

０ 円 」 に 、 「 ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を

「 ５ ， １ ４ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 関 Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ １ 条  亀 山 市 関 Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条

例 第 ７ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 の １ 中 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ２ ３ ０ 円 」 に 、 「 ６ ０ ０

円 」 を 「 ６ １ ０ 円 」 に 、 「 ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 関 ま ち な み 文 化 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ２ 条  関 ま ち な み 文 化 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

７ １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 の １ 中 「 ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １ ０ 円 」 に 、 「 ６ ０ ０ 円 」 を  

「 ６ １ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の ２ 中 「 １ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ，

３ ４ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 関 宿 散 策 拠 点 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ３ 条  関 宿 散 策 拠 点 施 設 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ７ ２ 号 ）  



 

 

 

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 ７ ０ ０ 円 」 を 「 ７ １ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 国 民 宿 舎 関 ロ ッ ジ 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ４ 条  亀 山 市 国 民 宿 舎 関 ロ ッ ジ 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 亀 山 市 条 例 第

２ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 ２ 中 「 ４ ， ０ ９ ５ 円 」 を 「 ４ ， ２ １ ２ 円 」 に 、 「 ３ ， ４

６ ５ 円 」 を 「 ３ ， ５ ６ ４ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６

０ 円 」 に 、 「 ５ ， ４ ６ ０ 円 」 を 「 ５ ， ６ １ ６ 円 」 に 、 「 ４ ， ４ １

０ 円 」 を 「 ４ ， ５ ３ ６ 円 」 に 、 「 ２ ， ５ ２ ０ 円 」 を 「 ２ ， ５ ９ ２

円 」 に 、 「 ３ ， ０ ４ ５ 円 」 を 「 ３ ， １ ３ ２ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ２ ７

円 」 を 「 １ ， ６ ７ ２ 円 」 に 、 「 １ ， ９ ９ ５ 円 」 を 「 ２ ， ０ ５ ２ 円 」

に 、 「 １ ， ５ ２ ２ 円 」 を 「 １ ， ５ ６ ４ 円 」 に 、 「 ２ ， ４ １ ５ 円 」

を 「 ２ ， ４ ８ ４ 円 」 に 、 「 １ ， ７ ３ ２ 円 」 を 「 １ ， ７ ８ ０ 円 」 に 、

「 ９ ， ６ ６ ０ 円 」 を 「 ９ ， ９ ３ ６ 円 」 に 、 「 ３ ， ６ ２ ３ 円 」 を

「 ３ ， ７ ２ ６ 円 」 に 、 「 ７ ， ２ ４ ５ 円 」 を 「 ７ ， ４ ５ ２ 円 」 に 、

「 ４ ， ８ ３ ０ 円 」 を 「 ４ ， ９ ６ ８ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を

「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 石 水 渓 キ ャ ン プ 場 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ５ 条  亀 山 市 石 水 渓 キ ャ ン プ 場 施 設 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条

例 第 １ ２ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ５ ２ ０ 円 」

を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 ４ ２ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ３ ０

０ 円 」 を 「 ６ ， ４ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０

円 」 に 、 「 ２ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ １ ， ６ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ０ ，

５ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ，

３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 、 「 ５ ２ ，

５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ４ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ ６ ， ２ ５ ０ 円 」 を 「 ２

７ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ２ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ， ９ ６ ０ 円 」 に 、

「 ３ １ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ２ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ５ ， ７ ５ ０ 円 」

を 「 １ ６ ， ２ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  



 

 

 

 （ 亀 山 市 斎 場 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ６ 条  亀 山 市 斎 場 条 例 （ 平 成 ２ ０ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 葬 儀 場 の 部 中 「 ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ １ ， ７ １ ０ 円 」 に 、

「 １ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ８ ５ ， １ ４ ０ 円 」 に 、 「 ４ ５ ， ０ ０

０ 円 」 を 「 ４ ６ ， ２ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ３ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ３

８ ， ８ ５ ０ 円 」 に 、 「 ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １ ， ４ ２ ０ 円 」 に 、

「 １ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ ４ ， ２ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ５ ， ０ ０

０ 円 」 を 「 ３ ５ ， ９ ９ ０ 円 」 に 、 「 １ ０ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０

８ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ２ ， ８ ５ ０ 円 」

に 、 「 ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ０ ８ ， ５ ７ ０ 円 」 に 、 「 ７ ０ ，

０ ０ ０ 円 」 を 「 ７ １ ， ９ ９ ０ 円 」 に 、 「 ２ １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を

「 ２ １ ６ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 同 表 焼 却 施 設 の 部 中 「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」

を 「 ３ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ０ ， ８ ５ ０ 円 」

に 、 「 １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ２ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ７ 条  亀 山 市 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 条 例 第 ９ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ２ 中 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ５ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ５

０ ０ 円 」 を 「 １ ， ５ ４ ０ 円 」 に 、 「 ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １ ０ 円 」 に

改 め る 。  

 （ 亀 山 市 林 業 総 合 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ８ 条  亀 山 市 林 業 総 合 セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

１ ２ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 中 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ５ ０ 円 」 に 、 「 ７ ０ ０ 円 」

を 「 ７ １ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ３ ３ ０ 円 」 に 、

「 ８ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ２ ０ 円 」 に 、 「 ４ ０ ０ 円 」 を 「 ４ １ ０ 円 」 に 、

「 １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ２ ０ 円 」 に 、 「 ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １

０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 勤 労 文 化 会 館 条 例 の 一 部 改 正 ）  



 

 

 

第 １ ９ 条  亀 山 市 勤 労 文 化 会 館 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ ６

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 中 「 ２ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ２ ６ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ０ ０ ０

円 」 を 「 ６ ， １ ７ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ２ ３ ０ 円 」

に 、 「 ３ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ０ ８ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ０ 条  亀 山 市 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １

３ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ０ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の １ ０ ８ 」

に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ １ 条  亀 山 市 都 市 公 園 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ ０ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 ２ 中 「 ５ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ３ ０ 円 」 に 、 「 ５ ７ ０ 円 」 を

「 ５ ８ ０ 円 」 に 、 「 ７ ８ ０ 円 」 を 「 ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ５ 円 」 を

「 ５ ６ 円 」 に 、 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ２ 条  亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ １

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 第 ３ 中 「 ９ ４ ５ 円 」 を 「 ９ ７ ２ 円 」 に 、 「 １ ４ １ 円 」 を 

「 １ ４ ５ 円 」 に 、 「 １ ５ ７ 円 」 を 「 １ ６ ２ 円 」 に 、 「 １ ７ ８ 円 」

を 「 １ ８ ３ 円 」 に 、 「 ２ ０ ４ 円 」 を 「 ２ １ ０ 円 」 に 、 「 ２ ３ ６ 円 」

を 「 ２ ４ ３ 円 」 に 、 「 ２ ６ ７ 円 」 を 「 ２ ７ ５ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ３ 条  亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条

例 第 １ ２ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ２ 中 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６ ０ 円 」 に 、 「 ５ ２ ５

円 」 を 「 ５ ４ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 鈴 鹿 峠 自 然 の 家 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ４ 条  鈴 鹿 峠 自 然 の 家 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ７ ３ 号 ）  



 

 

 

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 の １ 中 「 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ２ ８ ０ 円 」 に 、 「 １ ，

０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ２ ０ 円 」 に 、 「 １ ３ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ３ ，

３ ７ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ３ ３ ０ 円 」 に 、 「 ５ ０

０ 円 」 を 「 ５ １ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の ２ 中 「 ５ ０ ０ 円 」 を 「 ５ １

０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ５ 条  亀 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３

８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ３ ２ 条 第 ２ 項 中 「 合 計 額 」 の 次 に 「 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端

数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ） 」 を 加 え る 。  

  別 表 第 １ 中 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ９ ２ 円 」

を 「 ９ ５ 円 」 に 、 「 ９ ４ 円 」 を 「 ９ ７ 円 」 に 、 「 ９ ６ 円 」 を 「 ９

９ 円 」 に 、 「 １ １ ７ 円 」 を 「 １ ２ ０ 円 」 に 、 「 １ ４ ３ 円 」 を 「 １

４ ７ 円 」 に 、 「 １ ４ ７ 円 」 を 「 １ ５ １ 円 」 に 、 「 １ ， ２ ４ ９ 円 」

を 「 １ ， ２ ８ ５ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ２ ７ 円 」 を 「 １ ， ６ ７ ４ 円 」 に 、

「 ２ ， ４ ３ ６ 円 」 を 「 ２ ， ５ ０ ５ 円 」 に 、 「 ４ ， ７ １ ４ 円 」 を

「 ４ ， ８ ４ ９ 円 」 に 、 「 ７ ， ８ ５ ４ 円 」 を 「 ８ ， ０ ７ ８ 円 」 に 、

「 １ ０ ， ７ １ ０ 円 」 を 「 １ １ ， ０ １ ６ 円 」 に 、 「 １ ８ ， ２ １ ７ 円 」

を 「 １ ８ ， ７ ３ ８ 円 」 に 、 「 ４ １ ， ４ ７ ５ 円 」 を 「 ４ ２ ， ６ ６ ０

円 」 に 、 「 ７ ０ ， ３ ５ ０ 円 」 を 「 ７ ２ ， ３ ６ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ７

０ ９ 円 」 を 「 ２ ， ７ ８ ６ 円 」 に 、 「 ５ ０ 円 」 を 「 ５ １ 円 」 に 、

「 ６ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ４ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ １ ５ 円 」 を 「 ３ ２

４ 円 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 ２ 中 「 ２ ， ９ ９ ２ 円 」 を 「 ３ ， ０ ７ ８ 円 」 に 、 「 ４ １ 円 」  

を 「 ４ ２ 円 １ ２ 銭 」 に 、 「 １ ８ ９ 円 」 を 「 １ ９ ４ 円 ４ ０ 銭 」 に 改

め る 。  

 別 表 第 ４ 中 「 ４ ８ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ９ ， ６ ８ ０ 円 」 に 、 「 １

２ ６ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ２ ９ ， ６ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ １ １ ， ０ ５ ０

円 」 を 「 ２ １ ７ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ １ ２ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ２



 

 

 

１ ， ８ ４ ０ 円 」 に 、 「 ５ ６ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ８ ３ ， ２ ０ ０ 円 」

に 、 「 ９ ８ ４ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ １ ３ ， ０ ４ ０ 円 」 に 、 「 ２ ，

３ ３ ５ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ４ ０ １ ， ９ ２ ０ 円 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ６ 条  亀 山 市 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例

第 １ ４ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ ５ 条 第 １ 項 中 「 ２ ８ 円 」 を 「 ２ ８ 円 ８ ０ 銭 」 に 、 「 ３ ４ 円

７ ５ 銭 」 を 「 ３ ５ 円 ７ ４ 銭 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 立 医 療 セ ン タ ー 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ ７ 条  亀 山 市 立 医 療 セ ン タ ー 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７

年 亀 山 市 条 例 第 １ ４ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 の １ 中 「 ４ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ２ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １

５ ０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 、 「 ６ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ４ ８

０ 円 」 に 、 「 １ ０ ０ 分 の １ ０ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の １ ０ ８ 」 に 改 め 、

同 表 の ２ 中 「 １ ， ０ ５ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ ８ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， １ ５

０ 円 」 を 「 ３ ， ２ ４ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ６ ０

円 」 に 、 「 ５ ， ２ ５ ０ 円 」 を 「 ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ １ ０ 円 」

を 「 ２ １ ６ 円 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 亀 山 市 関 町 北 部 ふ れ あ い 交 流 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 改 正 に 伴 う

経 過 措 置 ）  

２  第 ２ 条 か ら 第 ６ 条 ま で 、 第 １ ２ 条 、 第 １ ３ 条 、 第 １ ６ 条 及 び 第  

１ ８ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日  

（ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 発 す る 納 入 通 知 書 に 係 る 使 用

料 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 発 す る 納 入 通 知 書 に 係 る 使 用 料 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 亀 山 市 文 化 会 館 条 例 等 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

３  第 ７ 条 か ら 第 １ １ 条 ま で 、 第 １ ５ 条 及 び 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る  



 

 

 

改 正 後 の 条 例 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 発 す る 納 入 通 知 書 に 係 る 利

用 料 金 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 発 す る 納 入 通 知 書 に 係 る 利 用

料 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

４  第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 施 行 日 前 か ら 継 続 し て い る 公 共 下 水 道 の 使 用 で 、 施

行 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま で の 間 に 料 金 の 支 払 を 受 け る 権

利 が 確 定 す る も の に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 亀 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

５  第 ２ ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 規 定

に か か わ ら ず 、 施 行 日 前 か ら 継 続 し て 供 給 し て い る 水 道 の 使 用 で 、

施 行 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま で の 間 に 料 金 の 支 払 を 受 け る

権 利 が 確 定 す る も の に 係 る 料 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 亀 山 市 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

６  第 ２ ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例

の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 前 か ら 継 続 し て 供 給 し て い る 工 業 用

水 道 の 使 用 で 、 施 行 日 か ら 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま で の 間 に 料 金

の 支 払 を 受 け る 権 利 が 確 定 す る も の に 係 る 料 金 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  


	gian81
	０４行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例

